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１．国土づくりの現状
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我が国の財政状況 （一般会計歳出に占める主要経費の割合の推移）

（財務省公表資料を元に作成）※平成12年度までは決算、29年度は政府案による。

国債費

地方交付税
交付金等

社会保障関係費

その他
・文教及び科学

振興費
・防衛関係費 等

公共事業関係費

1.7兆 8.2兆 43.4兆 69.3兆 89.3兆 97.5兆 一般会計歳出規模
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※本表は、予算ベースである。
※平成21年度は、平成20年度で特別会計に直入されていた 「地方道路整備臨時交付金」相当額（0.7兆円）が一般会計計上に切り替わったため、見かけ上は前年度よりも増加（＋5.0％）しているが、

この特殊要因を除けば6.4兆円（▲5.2％）である。
※平成23年度及び平成24年度については同年度に地域自主戦略交付金へ移行した額を含まない。
※平成25年度は東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）及び国有林野特別会計の一般会計化に伴い計上されることとなった直轄事業負担金（29億円）を含む。また、これら及び地域自主戦略交付金

の廃止という特殊要因を考慮すれば、対前年度+182億円（+0.3％）である。
※平成23～31年度において、東日本大震災の被災地の復旧・復興や全国的な防災・減災等のための公共事業関係予算を計上しており、その額は以下の通りである。

H23一次補正：1.2兆円、H23三次補正：1.3兆円、H24当初：0.7兆円、H24一次補正：0.01兆円、H25当初：0.8兆円、H25一次補正：0.1兆円、H26当初：0.9兆円、H26補正：0.002兆円、H27当初：1.0兆円、
H28当初：0.9兆円、H28二次補正：0.06兆円、H29当初：0.7兆円、H30当初：0.6兆円、H31当初(案)0.6兆円（平成23年度3次補正までは一般会計ベース、平成24年度当初以降は東日本大震災復興特別
会計ベース。また、このほか東日本大震災復興交付金がある。）

※平成26年度については、社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経理上の変更分（これまで同特別会計に計上されていた地方公共団体の直轄事業負担金等を一般会計に計上）を除いた額（5.4兆円） と、
前年度（東日本大震災復興特別会計繰入れ（356億円）を除く。）を比較すると、前年度比+1,022億円（+1.9％）である。なお、消費税率引き上げの影響を除けば、ほぼ横ばいの水準である。
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高速道路の車線数に関する国際比較

【高速道路の車線数別延長の構成比】

○我が国の高速道路は約４割が３車線以下であり、国際的にも稀な構造
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高速道路の対象）日本：高規格幹線道路
韓国：Expressway
アメリカ：インターステート（Interstate）
ドイツ：アウトバーン（Autobahn）
フランス：オートルート（Autoroute）

出典）日本：国土交通省資料（2015末時点）
韓国：国土海洋部統計年報(2015)
アメリカ：Highway Performance Monitoring System 2012（FHWA）
ドイツ： Straßenverkehrszählungen 2010（BSsT）
フランス：Voies par chaussée sur le réseau routier nationa(2014)
※各国、最新年度の調査データを使用



平成30年4月26日現在

高速道路の暫定２車線区間
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台風第21号（平成30年9月）

切迫する自然災害の現状

変わりつつある自然災害 これまでの前提を超える自然災害の発生

・ 北海道で観測史上初の震度７を記録

・ 液状化等による宅地の被害や、大規模な山腹崩壊に
伴う河道閉塞が発生
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1時間降水量50mm以上の年間発生回数(アメダス1,000地点あたり)

（回/年）

1976～1985

平均 174回

2008～2017
平均 238回

・ 時間雨量50mmを上回る大雨の回数が
この30年間で約1.4倍に増加

【地球温暖化による降雨量、洪水発生確率の変化】

・ 地球温暖化により、気温上昇が最大のシナリオで
は、今世紀末の洪水発生確率は1951年～2011
年の平均と比較し、約4倍と予測

平成30年7月豪雨

・ 全国125地点で48時間降水量が観測史上最高を更新

・ 西日本で広域・同時多発的に河川氾濫、がけ崩れが発生

北海道胆振東部地震（平成30年9月）

・ 台風の影響による高潮により、大阪湾では第二室戸
台風（昭和36年）時を上回る既往最高潮位を記録

＜被害状況＞（11月1日時点）
死者 ： 224名 行方不明者 ： 8名
家屋 ： 全半壊等21,121棟、浸水30,216棟

＜被害状況＞（11月1日時点）
死者 ： 14名 家屋 ： 全半壊等50,298棟、浸水571棟
関西国際空港 ： 滑走路・ターミナル等の浸水
神戸港 ： 港湾機能の停止

【大阪市の最高潮位】

【宅地被害の状況】
（北海道札幌市清田区）

洪水発生確率
（変化倍率）

降雨量

2.6～4.8℃上昇シナリオ0.3～1.7℃上昇シナリオ

○ 気候変動の影響により、水害・土砂災害の更なる頻発・激甚化が懸念。

○ 全国各地で降水量が観測史上最高を記録するなど、これまでの常識を超えて自然災害が頻発・激甚化。
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昭和36年第二室戸台風 平成30年台風第21号

海抜+2.93m

（既往最高）

海抜+3.29m
m

平成30年2月の大雪

・ 過去10年間に日本全国の3割以上の地点で積雪の
深さが観測史上最高を更新

・ 福井市では「昭和56年豪雪」以来の記録的な大雪とな
り、福井・石川県境付近では大規模な車両滞留も発生

最大滞留車両 : 約1,500台
車両滞留期間 : 2日17時間

【国道8号（福井県）

車両滞留の状況】

＜被害状況＞(福井・石川県境)＜被害状況＞(11月1日時点)
死者 ： 41名
家屋 ： 全半壊等10,134棟

洪水の発生確率が増加

大雨の発生件数の増加

125地点で
観測史上最高を更新
(全国の観測箇所の

約1割)

観測史上1位を更新

7月としての1位を更新

（凡例）

【2018年6月28日～7月8日における48時間降水量の最大値】

7



「国難」をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告（土木学会,H30.6）

○ 平成30年6月、土木学会は『「国難」をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告』を公表。
○ 被害額は南海トラフ地震は1,410兆円、首都直下地震は778兆円。
○ 対策費用は南海トラフ地震は38兆円以上、首都直下地震は10兆円以上と算出。「15年程度で完

了」させるために「長期プラン」の策定、「制度・組織・人材育成」、「財源」の確保が重要。

経済被害 資産被害
減災額

（減災率）
対策内容

地震・津波（20年累計）

南海トラフ地震 1,240兆円 170兆円 509兆円（41%） 耐震強化38兆円以上

首都直下地震 731兆円 47兆円 247兆円（34%） 耐震強化10兆円以上

高潮（14ヶ月累計）

東京湾巨大高潮 46兆円 64兆円 27兆円（59%） 海岸堤防(0.2兆円）

大阪湾巨大高潮 65兆円 56兆円 35兆円（54%） 海岸堤防(0.5兆円）

伊勢湾巨大高潮 9兆円 10兆円 3兆円（33%） 海岸堤防(0.6兆円）

洪水（14ヶ月累計）

東京荒川巨大洪水 26兆円 36兆円 26兆円(100%)
河川インフラ整備
（計9兆円）

大阪淀川巨大洪水 7兆円 6兆円 7兆円（100%）

名古屋庄内川巨大洪水 12兆円 13兆円 8兆円（66%）

表：巨大災害の被害推計と公共インフラ対策による経済被害の縮小（経済効果）

「国難」をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書より作成
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平成30年度 第1次補正予算について

１．災害からの復旧・復興 ７，２７５億円

（１）平成30年７月豪雨への対応 ５，０３４億円
うち、国交省 ２，０６６億円
うち、公共事業関係費 ２，０５９億円

（２）北海道胆振東部地震への対応 １，１８８億円
うち、国交省 ７６７億円

うち、公共事業関係費 ７６７億円

（３）その他の災害への対応 １，０５３億円
うち、国交省 ５６１億円

うち、公共事業関係費 ５１５億円

２．学校の緊急重点安全確保対策 １，０８１億円 ※国交省なし
３．予備費の追加 １，０００億円 ※国交省なし

＜国交省・国費総額＞
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平成30年度第1次補正予算(国全体) ９，３５６億円
うち、公共事業関係費 ４，４０１億円

※ 国土交通省公共事業関係費 ３，３４０億円



Ⅱ．国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持 おおむね3.5兆円程度
（１）電力等エネルギー供給の確保 おおむね0.3兆円程度
（２）食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保 おおむね1.1兆円程度
（３）陸海空の交通ネットワークの確保 おおむね2.0兆円程度
（４）生活等に必要な情報通信機能・情報サービスの確保 おおむね0.02兆円程度

Ⅰ．防災のための重要インフラ等の機能維持 おおむね3.5兆円程度

（１）大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化 おおむね2.8兆円程度

（２）救助・救急、医療活動などの災害対応力の確保 おおむね0.5兆円程度

（３）避難行動に必要な情報等の確保 おおむね0.2兆円程度

〇本対策は、「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」（平成30年11月27日重要インフラの緊急点検に関する関係閣僚

会議報告）のほか、ブロック塀、ため池等に関する既往点検の結果等を踏まえ、

・防災のための重要インフラ等の機能維持

・国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持

の観点から、国土強靱化基本計画における45のプログラムのうち、重点化すべきプログラム等20プログラムに当たるもので、

特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、３年間で集中的に実施する。

１．基本的な考え方

３．本対策の期間と達成目標

２．取り組む対策の内容・事業規模の目途

〇緊急対策160項目

〇財政投融資の活用を含め、おおむね７兆円程度を目途とする事業規模（※１、※２）をもって実施。 (※１)
うち、財政投融資を活用し

た事業規模としておおむね
0.6兆円程度を計上している
ほか、民間負担をおおむね
0.4兆円程度と想定している。

平成30年度第一次補正予
算等において措置済みの
事業規模0.3兆円を含む。

(※２)
四捨五入の関係で合計が
合わないところがある。

資料１防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策の概要
平成30年12月14日

閣議決定

〇期間：2018年度（平成30年度）～2020年度（平成32年度）の３年間

〇達成目標：防災・減災、国土強靱化を推進する観点から、特に緊急に実施すべき対策を、完了（概成）又は大幅に進捗させる。
10
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平成30年度 第2次補正予算について

１．防災・減災、国⼟強靱化（「3か年緊急対策」のうち速やかに着⼿するもの）
１０，７２３億円

うち、国交省 ６，３２３億円
うち、公共事業関係費 ６，１８３億円

２．TPP協定の早期発効に対応するための農林⽔産業の強化策等
３，２５６億円 ※国交省なし

３．中⼩企業・⼩規模事業者に対する⽀援 ２，０６８億円
うち、国交省 ２億円

うち、公共事業関係費 ２億円

４．その他喫緊の課題等への対応 １４，３０４億円
うち、国交省 ２，５８９億円

うち、公共事業関係費 ２，１２１億円

＜国交省・国費総額＞
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平成30年度第2次補正予算(国全体) ３兆０，３５１億円
うち、公共事業関係費 １兆１，３９８億円

※ 国土交通省公共事業関係費 ８，３０４億円



平成３１年度 国土交通省予算 について

《平成３１年度 国土交通省予算》

１．国費総額
(1) 一般会計 ６兆８，６０９億円（１．１８倍）【９，３９３億円】

公共事業関係費 ５兆９，６６３億円（１．１５倍）【７，１５３億円】
非公共事業 ８，９４７億円（１．４３倍）【２，２４０億円】

(2)東日本大震災復興特別会計 ４，６３２億円（１．０１倍）

２．財政投融資 ２兆３，７４５億円（０．７０倍）
(参考) 財投機関債総額 ３兆５，７３８億円（１．１３倍）

12

○ 改正品確法の趣旨を踏まえ、適正価格で契約するとともに、地域企業の活用に配慮しつつ適切な規模

で発注するなど、公共事業を効率的・円滑に実施する。併せて、中長期的な担い手の確保・育成等に向
けて、計画的な発注の実施による労働環境の改善、新技術導入やICT等の活用によるi-Constructionの
推進、適正な工期設定等による週休２日の実現等の働き方改革に取り組む。

○ また、限られた財政資源の中での効率的な事業執行に向け、地域のニーズを踏まえつつ、情報公開を

徹底して、投資効果や必要性の高い事業への重点化を進めるとともに、地域活性化にも資する多様な
PPP/PFIの推進により民間資金やノウハウを積極的に活用する。

（公共事業の効率的・円滑な実施等）

＜平成31年度予算の基本方針（抜粋）＞

※赤字：臨時・特別の措置分



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．建設現場の現状
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については2015年度まで実績、2016年度・2017年度は見込み、2018年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の1992年度：約84兆円から2010年度：約43兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
2018年度は約53兆円となる見通し（ピーク時から約37％減）。

○ 建設業者数（2017年度末）は約46万業者で、ピーク時（1999年度末）から約23％減。
○ 建設業就業者数（2017年平均）は498万人で、ピーク時（1997年平均）から約27％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

就業者数
ピーク時比
▲27.3%

503万人
（2018年平均）

465千業者
（2017年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲22.6%

建設投資
53兆円

建設投資
ピーク時比
▲36.8％

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84兆円（1992年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 503万人（H30）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 33万人（H30）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  328万人（H30）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約35％、29歳以下が約11%と

高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成29年と比較して

55歳以上が約5万人増加、29歳以下は約1万人増加。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状
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産業別就業者の平均年齢の推移
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総務省「労働力調査」をもとに国土交通省で推計
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建設技能労働者過不足率の６職種の推移（H30.11月分）

出典：建設労働需給調査（国土交通省）

不足

過剰

（％）

H25FY

ﾋﾟｰｸ
H26FY

ﾋﾟｰｸ
H27FY

ﾋﾟｰｸ
H28FY

ﾋﾟｰｸ

※「6職種」とは、型枠工（土木）、型枠工（建築）、左官、とび工、鉄筋工（土木）、鉄筋工（建築）をいう。
※調査対象は建設業法上の許可を受けた法人企業（資本金３００万円以上）で、調査対象職種の労働者を直用する建設業者のうち全国約３,０００社（うち有効回答者数1,664（H30.11の場合））
※現在の過不足状況調査事項：モニター業者が手持ち現場において①確保している労働者数、②確保したかったが出来なかった労働者数、③確保したが過剰となった労働者数

過不足率＝（（②-③）／（①＋②））×１００

H29FY

ﾋﾟｰｸ

H30.11

震災

〇生産年齢人口が減少を続ける中、他産業と同様、若年層の確保に苦労している。
また、職種や地域によっては人手不足感が強くなっている。

地域別の状況（６職種計）

職種別の状況 今後の労働者の確保に関する見通し
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年齢階層別の賃金水準

○製造業の賃金のピークは50～54歳であることに対し、建設業の賃金ピークは45～49歳。
○賃金カーブのピーク時期が製造業よりも早く到来する傾向があり、40代前半でピークの水準に到達している
ことから、現場の管理、後進の指導等のスキルが評価されていない可能性。

（2017年）
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～１９歳 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０～４４歳 ４５～４９歳 ５０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳

製造業生産労働者（男性）

建設業・職別工事業生産労働者

（男性）

出典：平成29年賃金構造基本統計調査

（単位：千円）
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製造業男性全労働者

全産業男性労働者

建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額の推移

参考：
（資料） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）

※ 年間賃金総支給額＝きまって支給する現金給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

建設業男性
全労働者

建設業男性
生産労働者

2012年 2017年 上昇率
3915.7 千円 4,449.9 千円 13.6%
4831.7 千円 5,540.2 千円 14.7%
4478.6 千円 4,703.3 千円 5.0%
5391.1 千円 5,527.2 千円 2.5%
5296.8 千円 5,517.4 千円 4.2%全産業男性労働者

建設業男性生産労働者

建設業男性全労働者

製造業男性生産労働者

製造業男性全労働者

（千円）
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経営に関する状況① ： 建設業の利益率の推移

出所：財務省「法人企業統計」

販管費

経費

完
成
工
事
原
価 外注費

労務費

材料費

営業利益

（２０～３０％）
素材、半製品、材料等

（５～１５％）

直接雇用の作業員の賃
金、給与等

（４０～６０％）
下請契約支払額

（１０～２０％）
その他工事に係る経費
工事に従事した従業員の給与等

売
上
総
利
益

（１０～２０％）

役員、間接部門の給与、福利厚
生費、事務費、広報宣伝費、賃
料、償却費、租税公課等

（下請企業の労務費を含む）

その他原価

売
上
高

兼業部門の原価

※（ ）内は売上高に占める
各項目の標準的な割合

※資本金10億円以上の企業では、売上高総利益率は11%程度から12%程度に上昇。

○ 営業利益率は持ち直し 建設業の売上高総利益率、営業利益率
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22

平成31年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○７年連続で引き上げにより、全国全職種平均値の公表を開始した平成9年度以降で最高値
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18,584 

16,263 
15,871 

15,394 

14,754 

14,166 
13,870 13,723 13,577 
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公共工事設計労務単価 全国全職種加重平均値の推移

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた

被災三県における単価引き上げ措置
等を実施

注1）金額、伸率とも加重平均値にて表示。加重平均値は、平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

全国全職種平均値の公表を開始
した平成９年度以降で最高値

（円/1日8時間当たり）
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平成31年３月から適用する設計業務委託等技術者単価

◆最近の給与等の実態を適切・迅速に反映

設計業務委託等（設計、測量、地質関係）

３９，０５５円 平成３０年３月比；＋３．７％

（平成24年度比＋25.0％）
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設計業務委託等技術者単価 全職種単純平均値の推移
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1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200
年間実労働時間の推移

※ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間

2017年度：2054時間

▲11時間

2007年度：1993時間

2017年度：1962時間

▲31時間

2007年度：1807時間

2017年度：1715時間

▲92時間
220

225

230

235

240

245

250

255

260

年間出勤日数の推移（日）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：256日

2017年度：252日

▲4日

2007年度：238日

2017年度：234日

▲4日

2007年度：233日

2017年度：222日

▲11日

実労働時間及び出勤日数の推移 （建設業と他産業の比較）

○ 年間の総実労働時間については、他産業と比べて300時間以上（約２割）長い。また、10年前と比べると、全産
業では約92時間減少しているものの、建設業はほぼ横ばい（約11時間の減少）であり、大幅な改善は見られない。

92時間

339時間

18日

30

日

24
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全体

建築工事

土木工事

4週8休

(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

建設業における技術者の休日の状況

◯ 建設工事全体では、約半数が４週４休以下で就業している状況。

出典：日建協「2017時短アンケート（速報）」を基に作成

【建設業における休日の状況】
現在4週8休は

1割以下

（4週当たり）

休暇日数

5.00日

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

4.78日

【注】
※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。 25



建設業における時間外労働規制の見直し（働き方改革関連法）

※ 発注者を含めた関係者で構成する協議会の設置など長時間労働是正に向けた必要な環境整備を推進 26

現行規制 見直しの内容「働き方改革関連法」（平成30年６月成立）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１） １日８時間・１週間 40時間

（２） 36協定を結んだ場合、協定で定めた時
間まで時間外労働可能

（３） 災害その他、避けることができない事
由により臨時の必要がある場合には、
労働時間の延長が可能（労基法３３条）

≪同左≫

３６協定
の限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１） ・原則、月 45時間 かつ

年 360時間

・ ただし、臨時的で特別な事情がある

場合、延長に上限なし （年６か
月まで）（特別条項）

（２）・建設の事業は、（１）の適用を除外

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・原則、月 45時間 かつ 年 360時間

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
① 年 720時間（月平均６０時間）
② 年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも

上回ることの出来ない上限を設定
a.２～６ヶ月の平均でいずれも 80時間以内（休日出勤を含む）
b.単月 100時間未満（休日出勤を含む）
c.原則（月 45時間）を上回る月は年６回を上限

（２）建設業の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用
・施行後５年以降 一般則を適用。ただし、災害からの復旧・復興に

ついては、上記（１）②a.b.は適用しない（※）が、将来的には一般則
の適用を目指す。

※労基法３３条は事前に予測できない災害などに限定されているため、復旧・復興の場
合でも臨時の必要性がない場合

は対象とならない

罰則：雇用主に
６か月以下の懲役

又は

３０万円以下の罰金



○ 週休2日工事について、直轄ではH30年度に6,091件公告、2,745件で実施し、H29年度比で2.5倍に
増加。地方公共団体においても取組が拡大。

○ 週休2日に取り組む際の必要経費として、H30年度より労務費や機械経費についても補正を実施。

週休2日工事の実施状況（直轄）

週休2日取得への取組

週休2日工事の実施状況（都道府県、政令市）

4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.02 1.04 1.05

■週休2日の実施に伴う必要経費を計上
H30年度より労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費に
ついて、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上

週休2日に取り組む際の必要経費の計上

H28年度 H29年度 H30年度

公告件数（取組件数） 824(165) 3,841(1,106) 6,091(2,745)

■週休2日対象工事の拡大
災害復旧や維持工事、工期等に制約がある工事を除く工事において、週
休2日対象工事の適用を拡大

■工事成績評定による加点
工事成績評定において、４週８休を実施した工事について、「工程管理」の
項目において加点評価

■関係部局間の連携
元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引
上げの取組が浸透するよう、発注部局と建設業所管部局で連携

27
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H28年度

H29年度

H30年度

週休２日実施工事 週休２日対象工事（公告工事）

3,841

実施件数6.7倍 対象件数4.7倍

824

6,091

実施件数2.5倍 対象件数1.6倍

35
7

23
88

2,745件
(H30年度)

発注者指定方式

受注者希望方式

■H29年度：実施済３９団体

■H30年度：実施済５６団体
・発注者指定 ：実施済２７団体
・労務費等補正：実施済４８団体
・工事成績評定：実施済４９団体



週休２日交替制モデル工事（仮称）の試行

○週休２日補正係数の適用は、現場閉所が条件となっているため、休日作業が必要な工事に適用できていない
○建設業の働き方改革を推進する観点から、新たな取り組みを試行

週休２日対象工事の課題と対策

【工事内容】
・維持工事 ※契約済みの維持工事（複数年維持含む）も対象とすることができる
・施工条件により、土日・祝日等の休日に作業が必要となる工事

【発注方式】
・新規発注工事は、「受注者希望方式」とする

対象工事

【モデル工事での検証事項】
①休日確保の確認方法 ②補正係数、共通仮設費、現場管理費の実態 etc.

積算方法（補正係数）

休日率（％）＝ 技術者・技能労働者の平均休日数 ÷ 工期

※休日率は、全ての技術者、技能労働者の平均とする

○補正対象は、労務費のみとし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休日確保状況に応じて変更時に補正する

※現場施工体制（技術者・技能労働者）の確保に特別な費用等が必要となる場合は、協議できるものとする

28



週休2日工事の実施状況

29

H28年度 H29年度 H30年度※1

公告件数 824 3,841 5,911

取組件数 165 1,106 2,592

実施率 20.0% 28.7% 43.8%

（参考）
取組内容

週休２日工事の実施状況（直轄）

週休２日工事の実施状況（都道府県・政令市）

共通仮設費・現場管理費補正

労務費・機械経費(賃料)補正

成績評定における加点

※1 H31.1月末時点

※2 H31.1月末時点

H28年度 H29年度 H30年度※1

取組件数
（都道府県）

377 1,606 3,388

取組件数
（政令市）

0 62 243



平成30年度予算における施工時期の平準化について

30

①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（※1）

及びゼロ国債（※2））を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

○適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、公
共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

○平成30年度は、国庫債務負担行為を上積みするとともに、発注見通しの統合・公表の参加団体を拡大。

平準化に向けた３つの取組 ②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大

全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを
統合し、とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大

業界からは、技術者の配置計画、あるいは労務資材の
手配について大変役立っているとの評価

（参考）東北地方の事例

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すとともに、

平準化の取組の推進を改めて要請 平成30年2月2日発出済み

※１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て
後年度に亘って債務を負担（契約）することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年
国債という。

※２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を
行うが国費の支出は翌年度のもの。

※参加状況の推移：H29.3末時点：約500団体（約25%）→H30.7時点：1159団体（約58%）
国、特殊法人等：145/208、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：947/1722（H30.7時点）

（ 参考）
補正予算でのゼロ国債（ 29年度：1,567億円）も活用し、平準化に取り組む
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稼働件数
（ 4-6月平均）

約5,400件新規契約件数
（ 1-3月合計）

約3,600件

H28年度 H29年度

国土交通省直轄工事における月別稼働状況の推移と四半期毎の新規契約件数（件）

閑散期

4-6月

新規契約件数
（ 1-3月合計）

約3,100件

稼働件数
（ 4-6月平均）

約5,900件
（見込み）

H30年度

閑散期

4-6月

閑散期

4-6月

稼働件数
（ 4-6月平均）

約5,300件

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

平成31年度：約3,200億円 （平成30年度：約3,100億円）

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定
（業務についても平成31年度から 新たに設定）

※平成31年度の内訳は、2ヶ年国債 約2,099億円、ゼロ国債 約1,095億円（業務含む）



31

施工時期等の平準化（１／２）

①国庫債務負担行為の積極的活用
適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（注1） 及びゼロ国債（注2））
を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

○適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、
公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

○これにより、閑散期の工事稼働件数は下図の通り改善傾向にあり、国交省直轄工事での平準化率は
約9割に達している。

○来年度は、引き続き国庫債務負担行為の活用、発注見通しの統合・公表の参加団体を拡大。

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

注１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担（契約）
することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年 国債という。

注２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

新規契約件数と稼働件数の推移

２ヶ年国債 当初ゼロ国債 合計

平成31年度 約2,100億円 約1,100億円 約3,200億円

平成30年度 約1,740億円 約1,345億円 約3,100億円

平成29年度 約1,500億円 約1,400億円 約2,900億円

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定（業務についても平成31年度から新たに設定）
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施工時期等の平準化(２／２）

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すとともに、

平準化の取組の推進を改めて要請

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大
全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、とりまとめ版を

公表する取組の参加団体を拡大

※参加状況の推移：平成29年3月末時点：約500団体（約25%）→平成31年1月時点：1600団体（約80%）
国、特殊法人等：193/209、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：1340/1722（平成31年1月時点）

発注見通しの統合・公表のページ（イメージ）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

３．i-Constructionの推進



「社会のベース」の生産性を

高めるプロジェクト

「未来型」投資・新技術

で生産性を高めるプロ

ジェクト

「産業別」の生産性を

高めるプロジェクト

労働者の減少を上回る生産性の上昇が必要

我が国は人口減少時代を迎えているが、これまで成長を支えてきた労働者が減少しても、
トラックの積載率が５割を切る状況や道路移動時間の約４割が渋滞損失である状況の改善
など、労働者の減少を上回る生産性を向上させることで、経済成長の実現が可能。

そのため、本年を「生産性革命元年」とし、省を挙げて生産性革命に取り組む。

ねらい

３つの切り口

経済成長 ← 生産性 ＋ 労働者等

国土交通省 生産性革命本部（平成28年3月7日設置）によるプロジェクト推進

生産性革命に関する取組み

34



平成30年5月 新たに追加した11プロジェクト

① ピンポイント渋滞対策

② 高速道路を賢く使う料金制度

③ クルーズ新時代の実現 ～訪日クルーズ旅客５００万人の目標実現に向けて～

④ コンパクト・プラス・ネットワーク ～密度の経済で生産性を向上～

⑤ 不動産最適活用の促進

⑥ インフラメンテナンス革命 ～確実かつ効率的なインフラメンテナンスの推進～

⑦ ダム再生 ～地域経済を支える利水・治水能力の早期向上～

⑧ 航空インフラ革命 ～空港と管制のベストミックス～

国土交通省生産性革命本部において選定された３１プロジェクト

○「社会のベース」の生産性を高めるプロジェクト

○「未来型」投資・新技術で生産性を高めるプロジェクト

○「産業別」の生産性を高めるプロジェクト

⑨ 官民ボーダーレスの都市空間創造

⑩ 河川空間活用イノベーション

～未利用空間の活用による生産性向上～

⑪ 地方創生回廊中央駅構想

～新大阪が、日本の地方と地方をつなぐ～

㉓ ビッグデータを活用した交通安全対策

㉔ 「質の高いインフラ」の海外展開 ～巨大市場を日本の起爆剤に～

㉕ クルマのICT革命 ～自動運転×社会実装～

㉖ 気象ビジネス市場の創出

⑫ i-Constructionの「深化」 × オープンイノベーション

⑬ 攻めの住宅ストックビジネスの推進

⑭ i-Shippingと j-Ocean ～「海事生産性革命」強い産業、高い成長、豊かな地方～

⑮ 物流生産性革命 ～効率的で高付加価値なスマート物流の実現～

⑯ 道路の物流イノベーション ～トラック輸送の生産性向上～

⑰ 観光産業の革新 ～観光産業を我が国の基幹産業に～（宿泊業の改革）

⑱ 下水道イノベーション ～ “日本産資源”創出戦略～

⑲ 鉄道生産性革命 ～次世代技術の展開による生産性向上～

⑳ タクシー・バスにおける生産性・利便性向上

㉑ 我が国を支える内航海運の未来創造

㉒ 港湾の国際競争力強化

㉗ 公共交通分野におけるオープンデータ化の推進

㉘ 官民連携データ活用によるモビリティサービスの強化
～ＥＴＣ２．０のオープン化～

㉙ オープンなG空間社会基盤の構築

～地理空間情報は新産業創出の礎～

㉚ 海洋情報革命

～海洋ビックデータ利活用によるスマートな海洋立国の推進～

㉛ 航空イノベーション
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i-Construction ～建設業の生産性向上～

○平成28年9月12日の未来投資会議において、安倍総理から第4次産業革命による『建設現場の生産性革命』に向け、
建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す方針が示された。

○この目標に向け、３年以内に、橋やトンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測量にドローン等を投入し、施工、検査
に至る建設プロセス全体を３次元データでつなぐなど、新たな建設手法を導入。

○これらの取組によって従来の３Ｋのイメージを払拭して、多様な人材を呼び込むことで人手不足も解消し、
全国の建設現場を新３Ｋ（給与が良い、休暇がとれる、希望がもてる）の魅力ある現場に劇的に改善。

【生産性向上イメージ】

平成28年9月12日未来投資会議の様子

ICTの土工への活用イメージ（ICT土工） 36



i-Constructionを進めるための視点(1)

建設現場の特性

建設現場へ最先端のサプライチェーンマ
ネジメントを導入

• 鉄筋のプレハブ化等による建設現場の生産工程等と一体化し
たサプライチェーンの管理の実現

建設現場の２つの「キセイ」の打破と継続
的な「カイゼン」

•イノベーションを阻害している書類による納品などの「規制」や年
度末に工期を設定するなどの「既成概念」の打破

建設現場を最先端の工場へ

• 近年の衛星測位技術等の進展とICT化により、屋外の建設現場
においても、ロボットとデータを活用した生産管理が実現

製造業等で進められてきた「ライン生
産方式」、「セル生産方式」、「自動
化・ロボット化」などに取り組めないこ
とが建設現場の宿命とあきらめ

 一品受注生産
・異なる土地で、顧客の注文に基づき、一品毎生産

 現地屋外生産
・様々な地理的、地形条件の下で、日々変化する気

象条件等に対処する必要がある

 労働集約型生産
・様々な材料、資機材、施工方法と専門工事会社を

含めた様々な技能を持った多数の作業員が作り出
す

IoT※

※IoT（Internet of Things）：自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モ
ノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す （出典：平成27年版 情報通信白書）

※IoTにより、「製造業のサービス業化」、「サービス提供のボーダーレス化・リアルタイム化」、「需要と供給のマッチング（最適化）」、「大
量生産からカスタマイズ生産へのシフト」が実現

i-Constructionを進めるための３つの視点建設現場の宿命
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待ち時間によるロス、
在庫のロス

待ち時間によるロス、
在庫のロス

○ 建設現場の宿命打破のため、衛星測位技術や ICTによる建設生産プロセス全体の
シームレス化と、施工段階等における効率的なサプライチェーンマネージメントを導入

施工 検査調査・測量 設計
維持管理・

更新

原材料
（鋼材、木材、

セメント、骨材等）

部材（部品）
（鉄筋、型枠、

生コン等）

組立等
（現場or工場）

【施工段階でのサプライチェーン上の
課題】
• 過去の需要などによる見込み生産
• 一品生産が基本であり、発注後、仕

様の確認、製作という順となり、納
期に時間がかかる

【建設生産プロセス上の課題】
• 設計と現地条件の不一致
• 施工性や管理の効率化等ま

で含めて設計の段階では配
慮されにくい

建
設
現
場
の
各
生
産
段
階
（例
え
ば
施
工
段

階
に
お
い
て
効
率
的
な

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
導
入

手戻りの
発生

メンテナンス
しづらい構造

地質調査会社
測量会社 コンサルタント 建設会社 建設会社

建設会社
コンサルタント

専門工事会社

建材メーカー
生コン会社

材料メーカー

発注者

i-Constructionを進めるための視点(2)

38



i-Construction トップランナー施策 （Ｈ２８～）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

４
月

６
月

８
月

１
０

月

１
２

月

２
月

４
月

６
月

８
月

１
０

月

１
２

月

２
月

４
月

６
月

８
月

１
０

月

１
２

月

２
月

４
月

６
月

８
月

１
０

月

１
２

月

２
月

民 間 公 共

Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

ICTの全面的な活用（ICT施工） 施工時期の平準化等

○ 公共工事は第1四半期(4～6月)に
工事量が少なく、偏りが激しい。

○ 適正な工期を確保するための２
か年国債を設定。Ｈ２９当初予算
においてゼロ国債を初めて設定。

（工事件数） （i-Construction）

平準化された
工事件数

＜技能者＞
・収入安定
・週休二日

＜発注者＞

・計画的な
業務遂行

＜受注者＞

・人材・機材
の効率的
配置

平準化

（工事件数） 閑散期 繁忙期 （現状）
現状の工事件数

＜技能者＞

・閑散期は仕事
がない

・収入不安定

・繁忙期は休暇
取得困難

＜発注者＞

・監督・検査
が年度末
に集中

＜受注者＞

・繁忙期は監理技
術者が不足

・閑散期は人材・
機材が遊休

○設計、発注、材料の調達、加工、組立等
の一連の生産工程や、維持管理を含めた
プロセス全体の最適化が図られるよう、全
体最適の考え方を導入し、サプライチェー
ンの効率化、生産性向上を目指す。

○Ｈ２８は機械式鉄筋定着および流動性を
高めたコンクリートの活用についてガイド
ラインを策定。

○部材の規格（サイズ等）の標準化により、
プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工
場製作化を進め、コスト削減、生産性の向
上を目指す。

プレキャストの進

化

©大林組

©三井住友建設

（例）定型部材を組み合わせた施工

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

全体最適の導入
（コンクリート工の規格の標準化等）

クレーンで設置 中詰めコン打設

クレーンで設置

○調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICTを
全面的に活用。

○３次元データを活用するための１５の
新基準や積算基準を整備。

○国の大規模土工は、発注者の指定で
ICTを活用。中小規模土工についても、
受注者の希望でICT土工を実施可能。

○全てのICT土工で、必要な費用の計上、
工事成績評点で加点評価。

ドローン等を活用
し、調査日数を削
減

３次元設計データ
等により、ICT建
設機械を自動制御
し、建設現場の
ICT化を実現。

３次元測量点群デー
タと設計図面との差
分から、施工量を自
動算出

【建設現場におけるICT活用事例】
規格の標準化 全体最適設計 工程改善

コンクリート工の生産性向上のための３要素

《3次元測量》

《ICT建機による施工》

《3次元データ設計図》

出典：建設総合統計より算出
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準天頂衛星
（みちびき）

主 桁

横 桁

検査路

横 構

Society5.0におけるi-Constructionの「貫徹」

○Society5.0の実現に向け、i-Constructionの取組を推進し、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上を目指す
○ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロセス全体

を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加速化するとともに、国際標準化の動きと連携

機器活用による測量 2次元図面による設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量

人手が必須な点検作業 労働力を主体とした施工

測量 設計

施工維持管理

3次元モデルによる可視化と
手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)
による施工計画の効率化

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

測量 設計

施工維持管理

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ

社会への実装

バーチャルシティによる
空間利活用

ロボット、AI技術の開発 自動運転に活用できる
デジタル基盤地図の作成

ドローン
GPS

3Dデータ
VR

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

ダム・ダム湖

砂防施設

風力発電
水力発電所

河川・堤防

トンネル

鉄道

漁村集落・砂防林

空港

遊歩道
砂浜海岸

○○km

道路法面緑化

石垣

送電施設

自動車専用道路

道路

保存樹木

街路・街路樹

宅地

公園・緑地

タンク

橋梁

漁港

水門

駅・駅前広場

防波堤

農業用水路

圃場整備

国際標準化の動きと連携

３次元設計データ等を通信
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ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）

測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査i-Construction

設計図に合わ
せ丁張り設置

検測と施工を繰
り返して整形

丁張りに合わせ
て施工

③ICT建設機械による
施工

④検査の省力化①ドローン等による３次元測量 ②３次元測量データによる
設計・施工計画

ドローン等による写真測量等によ
り、短時間で面的（高密度）な３次
元測量を実施。

３次元測量データ
（現況地形）と設計図
面との差分から、施
工量（切り土、盛り土
量）を自動算出。

３次元設計データ等により、
ICT建設機械を自動制御し、
建設現場のIoT（※）を実施。

ドローン等による３次元測
量を活用した検査等により、
出来形の書類が不要とな
り、検査項目が半減。

測量
設計・

施工計画
検査従来方法

測量の実施

平面図 縦断図

横断図

設計図から施工
土量を算出

施工

① ② ③ ④

※IoT（Internet of Things）とは、様々なモノにセ

ンサーなどが付され、ネットワークにつながる
状態のこと。

３次元設計データ等
を通信

書類による検査 41



ＩＣＴ土工の流れ（起工測量～出来形測量）

起工測量～出来形測量（概要）

3次元設計データ作成

3次元出来形管理等の施工管理

ドローン等を用いた3次元測量

事前の地形データが空中写真測量（ＵＡＶ）等で計
測されている場合は、空中写真測量（ＵＡＶ）による

出来形計測結果を用いて、出来形数量を算出

施
工
・
出
来
形
測
量
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ＩＣＴ土工の流れ（3次元設計データ作成）

3DMC、3DMG用
3次元設計データ
（各社のフォーマット）

3次元出来形管理用
設計データ
（LandXML）

設計変更、数量算出

UAV，LSの出来形
管理データと比較
するための
設計データ

設計データと
現況データとを比較して
設計変更
数量算出
に活用

3次元ICT活用工事
を行うための
マシン搭載データ

3次元設計データ
建設系ソフトウェアベンダ
が提供する、
3次元設計データ作成
ソフトウェアで
データを作成して
それぞれの場面に
受け渡す事が可能

3次元データの利用用途
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□ICT建機による施工
ICT建機のブルドーザやバックホウに施工用設計データを提供、MG（マシンガイダン
ス）やMC（マシンコントロール）機能を用いて、現地施工を行う。３D施工データによりガ
イダンス(誘導）されるので丁張りが不要

【ＩＣＴ建機のバックホウの液晶画面】
画面に施工目標と自機の状態表示を行ってい
る。

仕上がり面

【ＩＣＴ建機のブルドーザの液晶画面】
画面施工目標と自機の状態表示を行ってい
る。
MC（マシンコントロール）の場合は、オ
ペレータは前後進のみの操作で、ブレード
は自動で上下する。

ICT建機による施工（ブルドーザとバックホウ）
平成28年6月7日撮影

設計データを元に効率的な施工の実現

ＩＣＴ土工の流れ（ICT建設機械による施工）
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ＩＣＴ土工と従前の作業比較

丁張りが必要

従前（丁張り必要） ＩＣＴ土工（丁張り不要）

3次元設計データにより
自動制御等が可能
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ＩＣＴ活用工事の実施状況と活用効果

○ＩＣＴ土工の実施にあたり、ＩＣＴ用の基準類を整備するとともに、発注時の総合評価や完成時の工事成績における加点
評価等によりＩＣＴ施工を促進

○ 平成30年度は、直轄工事におけるICT活用工事の公告件数1,948件のうち約5割の1,105件で実施。

■ICT施工の実施状況

※都道府県等では、
H28年度は約80件、H29年度は約870件、H30年度は約2,200件で実施

■ICT施工の効果（H29）

工種
平成28年度 平成29年度 平成30年度

公告工事 ICT実施 公告工事 ICT実施 公告工事 ICT実施

土工 1,625 584 1,952 815 1,675 960

舗装工 － － 197 79 203 80

浚渫工 － － 28 24 70 65

31.2%縮減

ICT活用工事受注者に対する活用効果調査（H29、N=274）より

ICT土工の導入によるコスト試算

（将来）

（i-Construction

導入時）

（従来施工）

路体（築堤）盛土（15,000m3）の場合の試算

機械経費労務費・その他経費

省力化による減 ICT建機の導入による増

ICT建機の普及による減

ICT建機の投資に見合う
積算基準を導入

従来施工の
1.1倍程度

※比較用の試算のため、盛土工のみで試算。実際の工事では、ＩＣＴ建機
で行わない土砂の運搬工等の工種を追加して工事発注がなされる。
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施工時期等の平準化（１／２）

①国庫債務負担行為の積極的活用
適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（注1） 及びゼロ国債（注2））
を上積みし、閑散期の工事稼働を改善

○適正な工期を確保するため、国庫債務負担行為（２か年国債やゼロ国債）を活用すること等により、
公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

○これにより、閑散期の工事稼働件数は下図の通り改善傾向にあり、国交省直轄工事での平準化率は
約9割に達している。

○来年度は、引き続き国庫債務負担行為の活用、発注見通しの統合・公表の参加団体を拡大。

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

注１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担（契約）
することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年 国債という。

注２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

新規契約件数と稼働件数の推移

２ヶ年国債 当初ゼロ国債 合計

平成31年度 約2,100億円 約1,100億円 約3,200億円

平成30年度 約1,740億円 約1,345億円 約3,100億円

平成29年度 約1,500億円 約1,400億円 約2,900億円

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定（業務についても平成31年度から新たに設定）
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施工時期等の平準化(２／２）

③地方公共団体等への取組要請
各発注者における自らの工事発注状況の把握を促すとともに、

平準化の取組の推進を改めて要請

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大
全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、とりまとめ版を

公表する取組の参加団体を拡大

※参加状況の推移：平成29年3月末時点：約500団体（約25%）→平成31年1月時点：1600団体（約80%）
国、特殊法人等：193/209、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：1340/1722（平成31年1月時点）

発注見通しの統合・公表のページ（イメージ）

48



i-Construction（コンクリート工）が目指す建設現場のイメージ

現場打ちの効率化

（例）鉄筋をプレハブ化、プレキャストの埋設型枠により、現場作業の一部の工場化や

型枠撤去作業等をなくす施工 ハーフプレキャスト工法など

クレーンで設置鉄筋、型枠の高所作業なし 中詰めコン打設脱型不要

©三井住友建設

（例）各部材の規格（サイズ）を標準化し、定型部材を組み合わせて施工

©大林組
ラーメン構造の高架橋の例

プレキャストの進化

鉄筋組立 生コン打設型枠設置 脱型

従来方法

サプライチェーンの
効率化

計測データの記録

（例）材料、施工、品質等のデータをクラウド化し、関係者間の情報を一元管理

品質データの電子化

出荷
伝票

材料・品質等データの記録

スランプ値

生コンクリート

（例）流動性を高めた現場
打ちコンクリート活用

クラウド
システム

スランプ値8cm→12cm
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主筋

鉄筋をつなぐための作業が必要

鉄筋を重ねる部分について重ね
長さ分の鉄筋が必要 重ね長さ分の鉄筋が不要

従来施工 機械式定着工法

作業が不要
両端フックと比べて、施工が容易

○ 各技術を導入・活用するためのガイドラインを整
備し、これら要素技術の普及・促進を図る

⇒ ｢機械式鉄筋定着工法｣、「機械式鉄筋継手工法」のガイド
ラインを策定

⇒ 機械式鉄筋定着工法の採用により、鉄筋工数・工期が従
来比で1割程度削減

○コンクリート打設の効率化を図るため、個々の構
造物に適したコンクリートを利用出来るよう、発注
者の規定の見直し（※一般的な鉄筋コンクリート構
造物について、スランプ値を8cm→12cmに見直し）

⇒ 時間当たりのコンクリート打設量が約２割向上、作業
員数で約２割の省人化

スランプ値

スランプコーン

生コンクリート

機械式鉄筋継手工法

流動性を高めた現場打ちコンクリート活用

ガス圧接継手

（※）ｽﾗﾝﾌﾟ値
• ｺﾝｸﾘｰﾄの軟らかさや流動性の程度を示す指標
• 化学混和剤の使用により、単位水量を増加させることなく、値を調整することが可能

○ 現場打ち、コンクリートプレキャスト（工場製品）それぞれの特性に応じ、施工の効率化を図る技術・
工法を導入し、コンクリート工全体の生産性向上を図る

コンクリート打設の効率化 施工の効率化を図る技術・工法の導入

目標スランプ ８ｃｍ １２ｃｍ

時間あたりの打込み量 18.9m3/hr 23m3/hr

作業人員 14人 11.3人

効果

２２％向上

１９％向上

目標スランプ８ｃｍ 目標スランプ12ｃｍ

約2割向上

場所打ちコンクリートにおける現場施工の効率化
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

４．貫徹に向けた取り組み



i-Constructionの「貫徹」の取組

➢ 施工時期等の平準化

✓ ｢機械式鉄筋定着工法｣等の要素技術のガイドライン、埋設型枠・
プレハブ鉄筋に関するガイドライン、コンクリート橋のプレキャスト
化ガイドライン等の策定

➢ 全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

✓ 平準化のための２カ年国債及びゼロ国債について、
H29:約2900億円、H30:約3100億円、H31:約3200億円

✓ 地域単位での発注見通しの統合・公表 等

➢ ICTの活用拡大 ※H28トップランナー施策

✓ H28より土工、H29より舗装工・浚渫工・i-Bridge(試行)、H30より
維持管理分野・建築分野（官庁営繕）・河川浚渫等へ導入

✓ 自治体をフィールドとしたモデル事業の実施 等

Ｈ３０までの取り組み

➢ 産学官民の連携強化
✓ i-Construction推進コンソーシアム設立（H30.1）、本省にて

ニーズ・シーズのマッチングを実施し、取組を地方整備局に拡大
✓ 建設現場のデータのリアルタイムな取得・活用などを実施するモ

デルプロジェクトを開始（H30.10～）

➢ 普及・促進施策の充実
✓ 各整備局等に地方公共団体に対する相談窓口を設置
✓ i-Construction大賞（大臣表彰制度）を創設(H29.12)
✓ i-Constructionロゴマークを作成(H30.6)

➢ 3次元データの収集・利活用
✓ 3次元データ利活用方針の策定（H29.11）
✓ ダム、橋梁等の大規模構造物設計へ3次元設計の適用を拡大

ICTの活用拡大
・ 工事の大部分でICT施工を実施するため、地盤改

良工、付帯構造物工など3工種を追加し、20を超え
る基準類を整備

・ 上記基準を適用する「ICT-Full活用工事」を実施

中小企業への支援
・ 小規模土工の積算基準を改善

i-Constructionモデル事務所等を決定
・i-Constructionモデル事務所
➔事業全体でBIM/CIMを活用しつつ、ICT等の新技術の導入

を加速化させる「３次元情報活用モデル事業」を実施

・i-Constructionサポート事務所
➔「ICT-Full活用工事」を実施するとともに、

地方公共団体や地域企業の取組をサポート

H31「貫徹」の年の新たな取り組み

公共事業のイノベーションの促進
・ 新技術導入促進調査経費を拡大し、測量に係る

オープン・イノベーションを実施

・ 革新的社会資本整備研究開発推進事業等によりイ
ンフラに係る革新的な産・学の研究開発を支援 52



H28 H29 H30 H31 H32以降

生産性革命元年 前進の年 深化の年 貫徹の年

１５基準
（新規9・改定6）

３３基準
（新規15・改定18）

３０基準
（新規13・改定17）

２９基準
（新規14・改定15）

予定

ＩＣＴ施工における基準類の整備（工種拡大）

ICT土工

ICT舗装工（H29アスファルト舗装・H30コンクリート舗装）

ICT浚渫工

ICT浚渫工（河川）

ICT付帯構造物設置工

ICT地盤改良工

⚫ 平成28年度の土工を皮切りに、主要工種から順次、ICT活用に向けた基準類を整備

ICT法面工

※測量分野については、平成30年度からICT活用拡大（1基準を新規策定、1基準を改定）
※維持管理分野（点検）については、平成30年度からICT活用拡大（2基準を新規策定）
※建築分野（官庁営繕）については、平成30年度からICT活用拡大（1基準を新規策定、1基準を改定） 53



○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進

ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（道路工事）

法面工

舗装工

土工（盛土・切土）

土工（軟岩）

地盤改良工

付帯構造物設置工
・排水構造物
・側溝・縁石
・擁壁等

舗装修繕工※

※H31は試行

：ICT導入済み

：今年度よりICT導入
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ＩＣＴの全面的活用を実現する工種拡大イメージ（河川工事）

浚渫工（河川）

舗装工

付帯構造物設置工
・コンクリートブロック
・排水構造物

地盤改良工

土工（河床掘削）

土工（盛土・切土）

：ICT導入済み

：来年度よりICT導入

○ 工事現場で施工されるすべての工種にＩＣＴ
を活用し、生産性向上を図る取組を推進
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i-Constructionの貫徹に向けたモデル事務所の決定について

⚫ i-Constructionを一層促進し、平成31年の「貫徹」に向け、３次元データ等を活用
した取組をリードする直轄事業を実施する事務所を決定。

⚫ これにより、設計から維持管理までの先導的な３次元データの活用やICT等の新技術
の導入を加速化。

➢ 調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ、3次元データの活用やICT等の
新技術の導入を加速化させる『３次元情報活用モデル事業』を実施。

➢ 集中的かつ継続的に3次元データを利活用することで、事業の効率化を目指す。

➢ 国土交通省直轄事業において工事の大部分でICTを活用する『ICT-Full活用工事』の
実施など、積極的な３次元データやICT等の新技術の活用を促進。

➢ 地方公共団体や地域企業のi-Constructionの取組をサポートする事務所として、
i-Constructionの普及・拡大を図る。

★ その他、全事務所において

➢ ICT土工をはじめとする建設分野におけるICTの活用拡大など、i-Constructionの原則実施
を徹底し、国土交通省全体でi-Constructionの貫徹に向けた着実な取組を推進。

※ モデル事務所を含む。

① i-Constructionの取組を先導する「i-Constructionモデル事務所」 （全国10事務所）

② ICT-Full活用工事の実施や地域の取組をサポートを行う「i-Constructionサポート事務所」
（全国53事務所※）
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『i-Constructionモデル事務所』について

地形・地質モデル（調査、測量）

設計モデル（検討・調整）

ＶＲ等の最新機器の活用

現地確認（360°カメラ）

効果の検証、ノウハウの蓄積

施工モデル（属性付与）

➢ 調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ、3次元データの活用やICT等の
新技術の導入を加速化させる『３次元情報活用モデル事業』を実施
➔ 継続的に3次元データを活用することで、業務プロセスの改善に取り組み、建設生産・管理システ

ム全体の効率化に向けた不断の改善を図る
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南部国道

小樽開発建設部

青森河川国道

岩手河川国道
秋田河川国道

鳴瀬川総合開発工事

仙台河川国道
山形河川国道

福島河川国道

日光砂防

下館河川

大宮国道

東京国道

横浜国道

甲府河川国道

千葉国道

静岡国道

信濃川河川

高崎河川国道

八ッ場ダム工事

富山河川国道

金沢河川国道

高山国道

土佐国道

宮崎河川国道大隅河川国道

熊本河川国道

福岡国道

佐賀国道

長崎河川国道

山口河川国道

広島国道 岡山国道

松江国道

鳥取河川国道

奈良国道

浪速国道

紀南河川国道

徳島河川国道

豊岡河川国道

福知山河川国道

福井河川国道

滋賀国道

長野国道

新丸山ダム工事

愛知国道

紀勢国道

大分河川国道

松山河川国道

富士砂防

立野ダム工事

サポート事務所

モデル事務所

モデル事務所・サポート事務所について

天竜川上流河川

（モデル事務所を含む）

モデル事務所 ３次元情報活用モデル事業

小樽開発建設部 一般国道５号 倶知安余市道路

鳴瀬川総合開発工事事務所 鳴瀬川総合開発事業

信濃川河川事務所 大河津分水路改修事業

甲府河川国道事務所 新山梨環状道路

新丸山ダム工事事務所 新丸山ダム建設事業

豊岡河川国道事務所
円山川中郷遊水地整備事業（河川事業）

北近畿豊岡自動車道 豊岡道路

岡山国道事務所 国道２号大樋橋西高架橋

松山河川国道事務所 松山外環状道路インター東線

立野ダム工事事務所 立野ダム本体建設事業

南部国道事務所 小禄道路

香川河川国道 58



『i-Constructionサポート事務所』について

➢ 工事の大部分でICTを活用する『ICT-Full活用工事』を実施

➔ 工事現場で施工される工種の大部分でICTを活用するため、工事全体の3D設計
データを作成し、施工・出来形管理を3Dデータで実施

➢ 地方公共団体や地域企業のi-Constructionの取組をサポート

ICT-Full活用工事
～道路改良工事の例～

ICT-Full活用工事
～河川改修工事の例～

：ICT導入済み ：来年度よりICT導入
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○BIM/CIM（Building/Construction Information Modeling Management）とは、
計画・調査・設計段階から３次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階にお
いても、情報を充実させながらこれを活用し、あわせて事業全体にわたる関係者間で情報
を共有することにより、一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高
度化を図るもの

３Ｄモデル

属性情報

（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）

・違算の防止
・工事数量算出（ロット割）
の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取り
付け等）・干渉チェック、設計ミスの削減

・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）

との連動

・施工情報（位置、規格、出
来形・品質、数量）

・維持管理用機器の設定・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方が
効率的なデータは概略とす
る）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】
【得られる効果】

・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施工中

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

生産性革命のエンジン、ＢＩＭ/ＣＩＭ
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2017年度

◆ 大規模構造物詳細設計においてBIM/CIMを原則適用（継続）
◆ さらに、詳細設計のBIM/CIM成果品がある工事についてBIM/CIMを原則適用
◆ 大規模構造物については、概略設計、予備設計においてもBIM/CIMの導入を積極的に推進

順次拡大
2019年度

大規模構造物に原則適用
１～２年

関係者間協議やフロントローディング等によるBIM/CIMの
活用効果が見込まれる業務・工事から、BIM/CIMを導入

交通規制検討

● 関係者間協議

地元説明へ活用点検時を想定した設計

● フロントローディング

●属性情報等の付与の方法

レーザースキャナ等を用いた面的管理

寸法情報、属性情報をCIMのみで
表現

●積算、監督・検査の効率化 ●受発注者間でのデータ共有方法

一元的な情報共有システムの構築

ＳＴＥＰ２

●維持管理の効率化

CIMモデルと３次元計測データ
により構造物の変状を検出

BIM/CIMの活用の充実に向け、基準類・ルールの整備やシステム開発を推進

・ 規格・技術の統一、共通化の推進
・ BIM/CIMを主とする契約手法の構築
・ 維持管理を含む建設生産プロセスで必要な属性情報の標準化
・ 3次元データのオープン化 （イメージ）

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ３

CIMと位置情報を連携したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

ダム・ダム湖

砂防施設

風力発電
水力発電所

河川・堤防

トンネル

鉄道

漁村集落・砂防林

空港

遊歩道
砂浜海岸

○○km

道路法面緑化

石垣

送電施設

自動車専用道路

道路

保存樹木

街路・街路樹

宅地

公園・緑地

タンク

橋梁

漁港

水門

駅・駅前広場

防波堤

農業用水路

圃場整備

概ね３ヶ年

変状箇所の検出
CIMモデル

３次元計測

平成31年度 BIM/CIM活用の実施方針 対象の拡大

○○トンネル
○○橋

3次元表示した出来形分布

高所作業車を用いた
検尺による計測

３次元計測機器の活用 データ共有
プラットフォーム

設計者Ａ

設計者Ｂ

施工者Ａ

施工者Ｂ

発注者

維持管理・点検業者

維持管理関係DB等
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i-Construction推進コンソーシアム

i-Construction推進コンソーシアム

i-Construction推進コンソーシアム準備会

• i-Construction 推進コンソーシアムの方向性、方針、検討内容などを議論

委員：i-Construction委員会委員＋企業関係者（ＩoＴ関連（AI・ビッグデータなど）、金融・ベンチャー、情報通信、ロボット）

技術開発・導入ＷＧ

最新技術の現場導入のための新技
術発掘や企業間連携の促進方策を
検討

３次元データ流通・利活用ＷＧ 海外標準ＷＧ

3次元データを収集し、広く官民で活用する
ため、オープンデータ化に向けた利活用
ルールやデータシステム構築に向けた検討
等を実施

i-Constructionの海外展開に向けた
国際標準化等に関する検討を実施

国土交通省 ： 事務局、助成、基準・制度づくり、企業間連携の場の提供など

◆ コンソーシアムの会員は民間企業、有識者、行政機関などを広く一般から公募
◆ 産学官協働で各ワーキングを運営（※国土交通省（事務局）が運営を支援）

業団体 設計
学会
大学

行政 施工 IoT 金融AIロボット
調査
測量

維持
更新

国・自治体・有識者 建設関連企業 建設分野以外の関連企業

一般公募（会員）※

支援

企画委員会（準備会を改称：全体マネジメントを実施）

１，０２４者参加（４月1２日時点）
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５．さらなる飛躍にむけた支援枠組み



新技術を現場実装するための取組

実証プロトタイプ製作
要素技術

（シーズ）の開発

研究開発
助成制度

実装

新技術導入
促進調査経費

（拡充）

（技術開発の流れ）

革新的社会資本整備研究開発推進事業（新規）

ＳＩＰインフラ維持管理（H30終了）
PRISM（H31継続）

新技術活用
システム
（NETIS）

内閣府

64



公共事業における新技術の導入促進

【実施内容のイメージ】

工事費等工事費等

新技術導入促進
調査経費

③新技術の現場実証

ＡＩ

ＩＣＴ建機
データ取得

施工手順
ガイダンス 等

総合評価方式における技術提案、
NETISテーマ設定型実証、ニーズ・シー
ズのマッチングによる現場実証等を実施

②３次元設計・工事の拡大

3次元モデルと３次元計測を連携することで、
施工エリアの面的管理を実現、施工の実施状況
の把握及び出来形管理の効率化を図る

3次元モデル

地上レーザスキャナ ３次元ヒートマップ

新技術の導入・活用等に係る経費の上乗せ

H26

H31

点検ロボットの実証を進めるとともに、ＡＩ
を活用した更なる点検高度化につながるデ
ータを蓄積

④インフラ点検ロボットの実証

①測量に係るオープン・イノベーション  H31新規

②３次元設計・工事の拡大
設計・施工への３次元データによる新技術の導入拡大

③新技術の現場実証
・総合評価方式における技術提案（防災・減災に係る技術を含む。）
・ニーズ・シーズのマッチングによる技術試行
・NETISテーマ設定型実証

④インフラ点検ロボットの実証

位置情報を担保した良質な画像ﾃﾞｰﾀ

【実施内容】 新技術導入促進の仕組み

イノベーション指向の事業に転換

⚫ 公共事業において、新技術の導入・活用により、当該事業の品質向上を図るとともに、他の公共事
業への適用拡大を図るため、「新技術導入促進調査経費」として、平成30年度予算を新たに計上

⚫ 平成31年度は、H30年度の枠組みに加えて、防災・減災に係る新技術の現場実証、測量に係る
オープン・イノベーションを実施

電子基準点データ等のオープンデータを活
用して、測量・測位の効率化や防災・減
災に資するオープンイノベーションを実施

①測量に係るオープン・
イノベーション

利用

準天頂衛星システム
(みちびき)

ドローン

電子基準点網
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建設現場の生産性を飛躍的に向上するための
革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト（イメージ）

建設会社 ✓ 施工データの３D・
４D化による生産性
の向上

• 新技術活用による省人
化、休日拡大を試行

• プレキャスト製品の利用
拡大を試行

• 日々の出来高管理の試
行

• サプライチェーンマネジメ
ントの試行

• 自動化への試行
• 安全技術の試行 等

✓ 検査データの３D・
４D化による検査
技術の開発

• 新技術活用も含め、現行
監督検査基準の代替と
なる手法の開発、試行

• 取得データの精度向上
• 手待ち時間等の削減

• リアルタイム情報共有技
術の開発 等

建設・更新モデルプロジェクト
（ダム・トンネル・橋梁・土工他）

【データの共有化（４D再現化）】

クラウドシステム

※機材、資材、作業員毎に、時間、位
置、作業量等をデジタルデータ化し、
新技術を活用することにより省人化、
効率化等を試行

AIIoT
ロボット

ＩＴ企業等
建設コンサルタント
・測量・調査会社

専門工事会社発注者

研究開発費研究開発費

マネジメント
WG
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技術Ⅰ：データを活用して施工の労働生産性の向上を図る技術 （一例）

作業員が着用したスマートウェアや各種センサにより取得した、作業員の心電波形、加速度、
衣服内温度、位置情報、外気温・湿度のデータより作業員のストレスを評価し、ストレス状態の
高いエリアについて対策

コンソーシアム構成員：

試行場所：

前田建設工業、ミツフジ

日高豊岡南道路 山本高架橋

スマートウェア ※1

導電性の銀メッキ繊維(AGposs)※1を使用
心電波形、心拍数、心拍間隔（RRI）などの
情報を収集します

※1 ミツフジ(株)製

クラウド

トランスミッター※1

スマートウェアで測定した生体情報を
スマートフォンにBluetoothで発信します

生体情報を取得

温度/湿度と
WBGT

ストレス指数

転倒あり
熱中症の
予兆あり

クラウド上で生体情報を分析
心電波形やストレス指数の変化で、体調がいつもと違う場合を検知して注意喚起
現在、熱中症の予兆を検知する生体情報のデータ収集とアルゴリズムを構築中

作業員

作業員スマートフォン
作業員が持っているスマート
フォンに自分の生体情報が表
示されます

管理者用タブレット･ＰＣ
管理者･職長がモバイル端末で、体調変化、
熱中症の予防、転倒の有無をリアルタイム
に把握し、警報・注意喚起をします
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技術Ⅱ：データを活用して品質管理の高度化等を図る技術 （一例）

・スマートセンサー型枠(静電容量・温度・加速度センサー)によりコンクリート打設時のデータを取得し、
施工管理を改善

・コンクリート表層の画像データをAIにより解析し、表層品質を評価

・MMS（Mobile Mapping System）により、トンネル覆工コンクリート点群データを取得し、 従来の
出来形計測を代替

コンソーシアム構成員： 日本国土開発、東京大学、科学情報システムズ、児玉、アジア航測

試行場所： 鳥取西道路 重山トンネル

スマートセンサ型枠による打設状況の
見える化

コンクリート表層品質のＡＩ画像診断 MMSによる出来形管理
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革新的社会資本整備研究開発推進事業について（新設）

国
立
研
究
開
発
法
人

研究課題（※1）

○テーマ
国土強靱化、生産性向上等に資す
る革新的技術

○研究委託費
５億円以内／課題

○研究期間
５年以内（研究終了後15年以内に
返済）

○その他
研究成果は、技術基準や設計仕様等
へ反映し、公共事業等での活用を図る

⚫ 国土強靱化や戦略的維持管理、生産性向上等を中心としたインフラに係る革新的な産・学の研究開発を支援し、
公共事業等での活用を推進するため、国立研究開発法人において政府出資を活用した研究委託制度を創設

研
究
開
発
の
提
案
者

土研（20億円）
建研（20億円）

うみそら研（10億円）

制度スキーム

※企業、大学等
に産学連携、産
産連携の枠組み
を想定

国
政府出資 50億円研究成果

の活用

返済額・成果利用料（※2）

○研究が完了し成果が実用可能と評価さ
れた場合

→研究委託費の全額を返済
＋売上に応じた成果利用料を納付

○成果が実用不可能と評価され研究を中
止した場合

→研究委託費の30%または50％を返済

3年目ステージゲート審査で中止：30%
最終年ステージゲート審査で中止：50%

研
究
期
間

成
果
の
実
施

①研究課題（※1）設定・公募

④成果報告

⑤達成状況評価

⑥返済（※2）

⑦成果利用料の納付（※2)

②応募

③選定、委託契約（毎年度）

69



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

６．インフラ・データプラットフォーム



インフラデータプラットフォームのイメージ

ドローン等を活用した
3次元測量

測量・調査

BIM/CIMによる
３次元設計

設 計

3次元データに基づく
施工、品質管理

施 工

×村△町□市

各管理者の維持管理情報
システムの構築

○県

• 国土に関する情報をサイバー空間上に再現するインフラデータプラットフォームを構築
• 2019年度に基盤地図上に地盤データと構造物データを位置情報でひもづけ、同一地図上に表示
• また、2019年度に一部の地域において都市の３次元モデル化を試作
• 都市の３次元モデル化にあたっては、自治体構造物データ及び民間建築物データとも連携

情報共有システム
（測量・調査者、設計者、施工者、発注者、施設管理者間での情報共有）

データ連携

維持管理

ロボットやセンサーによる
3次元点検データの取得

オンライン電子納品

2019年度に位置情報でひもづけ

⇒同一地図上での検索を可能にする

データ連携

民間建築物データ

（例：建物形状データ、家屋課税台帳等）

都市の３次元モデル化
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国土交通データプラットフォーム（仮称）のイメージ

• ｲﾝﾌﾗﾃﾞｰﾀﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ上に経済活動や自然現象のデータを用いてサイバー空間上でシミュレーションを実施

• サイバー空間上でシミュレーションした結果をフィジカル空間に反映し、課題解決を図る

国土に関するデータ （インフラデータプラットフォーム)経済活動に関するデータ
（人や物の移動等）

自然現象に関するデータ
（気象・防災等）

【国土に関するデータ】×【自然現象に関するデータ】

例）都市の３次元モデルで日照や風等の気象データを
解析することで、最適なヒートアイランド対策を実現

【国土に関するデータ】×【経済活動に関するデータ】

例）都市の３次元モデルで人流データを解析することで、
災害時の避難シミュレーションを実現【利

活
用
イ
メ
ー
ジ
】

出典：株式会社ウェザーニューズ 出典：株式会社環境シミュレーション出典：株式会社構造計画研究所 出典：バーチャルシンガポール
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

７．東北の復興と震災伝承



■総 額 事業費１０，００５億円

内 訳

・直 轄 ４，３４７億円

・補 助 ５，６５８億円

［1.04］（H30：4,181億）

［1.16］（H30：4,885億）

［1.10］（H30：9,066億）

東北地方整備局の平成３１年度（令和元年度）予算

※工事諸費等は除く。

※左記のほか
国庫債務負担行為（ゼロ国債）として127億円
直轄の災害復旧費として72億円がある。

※端数処理の関係上、合計値と一致しない場合がある。

治水

20.4%
海岸

0.1%

道路 71.1%

港湾

7.1%

空港 0.2%

都市水環境整備 0.3%

国営公園等 0.7%

官庁営繕 0.1%

直轄事業（復興庁計上分含む）

直轄事業費

４，３４７億円

うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ８８８億円

うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ３２８億円

うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ５６０億円

■一般会計 事業費５，９８８億円

内 訳

・直 轄 ２，３３５億円

・補 助 ３，６５２億円

［1.27］（H30：1,838億）

［1.10］（H30：3,334億）

［1.16］（H30：5,172億）うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ８８８億円

うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ３２８億円

うち、防災・減災、国土強靭化
のため緊急対策 ５６０億円

■復興庁計上分事業費４，０１７億円

内 訳

・直 轄 ２，０１１億円

・補 助 ２，００６億円

［0.86］（H30：2,343億）

［1.29］（H30：1,551億）

［1.03］（H30：3,895億）
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東北地方整備局（直轄事業）の当初予算推移

復興特別会計（直轄）一般会計（直轄） 職員数

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

（単位：億円） （単位：人）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

復旧・復興事業計画 ２０１１年３月１１日時点 ２０１９年３月３１日時点 ２０１９年４月以降

東
北
地
方
整
備
局

復興道路・復興支援道路

計画延長 ５５０km※

※国土交通省が中心となって整備
している路線

供用中 １６０km（２９％） 開通済 ３９２km（７１％）※

うち震災後開通 ２３２km（４２％）

※開通延長＋開通予定公表

５０３km（９１％）

事業中 １５８km（２９％）

うち2020年度までの
開通予定公表 １１１km（２
０％）

河川堤防

復旧・復興延長
４８km※

※直轄河川堤防（河口部）

被災・未整備延長

▲ ４８km（ ０％）※

完成延長

約 ４２km（８７％）※

４河川完成済み
（阿武隈川、鳴瀬川、北上川、名取川）

事業中

約 ６km（１３％）※

港湾

防波堤の復旧延長
８，９２０ｍ※

※大規模被災防波堤
（八戸港、釜石港、大船渡港、相馬港）

被災延長
▲８，９２０ ｍ（ ０％）

復旧延長
８，９２０ｍ（１００％） 全て復旧

自
治
体

まちづくり
①災害公営住宅

約29,400戸
②民間住宅等用宅地※

約18,200戸

※防災集団移転促進事業、土地区
画整理事業等

① ０戸（ ０％）

② ０戸（ ０％）

① 29,055戸（９９％）

② 17,821戸（９８％）

① 約 320戸（ １％）

② 約 410戸（ ２％）

東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況

阿武隈川、名取川、鳴瀬川、
旧北上川、北上川 の５河口

※５河口の要整備延長

※「住まいの復興工程表」による
（H30.9末現在）

※「住まいの復興工程表」による
（H30.9末現在）
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【構成委員】

■東北地方整備局 局長（会長）、担当部長

■青森県、岩手県、宮城県、福島県 担当部局長

仙台市 担当局長

＜検討経緯＞

震災伝承施設の募集

平成30年11月12日 第２回 協議会

平成30年7月19日 協議会発足 （第１回 協議会）

震災伝承ネットワーク協議会

震災伝承検討会

■H31年3月4日 提言書の手交

震災伝承ネットワーク協議会

平成31年3月6日 第3回 協議会

○ 震災伝承をより効果的・効率的に行うためのネットワーク化に向けた連携を目的に発足

○「震災伝承検討会」から産学官民の連携による３．１１伝承ロード構築の推進等について提言

○「学都仙台コンソーシアム等３団体」から震災伝承推進体制の早期構築等について緊急提言

震災伝承検討会

【座長】
【委員】学 識 者

■東北大学災害科学国際研究所長
■福島大学教授 ■岩手大学教授
■東京都市大学教授
■(一社)東北観光推進機構会長（代表理事）
■(一社)東北経済連合会会長
■東北六県商工会議所連合会会長
■東北建設業協会連合会会長
■日本放送協会仙台放送局長
■(一社)日本建設業連合会東北支部長
■八戸市長 ■宮古市長 ■石巻市長 ■いわき市長

■H31年4月18日 緊急提言

学都仙台コンソーシアムはじめ３団体

学識者団体

■学都仙台コンソーシアム （会長：宮城学院女子大学学長）

■東北大学災害科学国際研究所 （所長：東北大学教授）

■自然災害研究協議会東北地区部会・日本自然災害学会東北支部

（会長・支部長：東北大学教授）

協議会主催

■H31年3月28日 １次募集 １９２件登録 （２次募集中）

■H31年10月31日 震災伝承シンポジウムの開催

※取組みの推進体制について検討

民間業団体等

自 治 体

・震災伝承推進体制の早期構築
・体制などの構築への積極的参画

・震災伝承施設の活用
・教訓のアーカイブ化
・防災力の強化
・交流促進による地域の活性化

・震災伝承施設の応募結果（１次）
・今後の募集について 等

・震災伝承の取り組みと活動内容
・標章（ピクトグラム）のデザイン 等
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多目的広場
市民活動拠点

追悼の広場 中核的施設

避難築山
池、湿地

旧門脇小学校

日和山

防災マリーナ

聖人堀

東側エントランス

市民活動空間

▲髙田松原津波復興祈念公園（陸前髙田市） ▲石巻南浜津波復興祈念公園（石巻市）

国営追悼・祈念施設（仮称）【国事業】

復興祈念公園【地方公共団体事業】

▲福島県復興祈念公園（浪江町）

※区域はイメージであり、今後の検討により変更となる可能性がある。

※区域はイメージであり、今後の検討により変更となる可能性がある。

奇跡の一本松

気
仙
川→

タピック45新道の駅

広田湾

旧
北
上
川→

日和山

がんばろう！
石巻

旧門脇小学校校舎

日和大橋

航空写真の方向

航空写真の方向

航
空
写
真
の
方
向

浪江町

双葉町

浪江町

双葉町

アーカイブ
拠点施設

前田川

請戸小学校

請戸漁港

約50ha

約10ha

• 地方公共団体と連携のもと、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市及び福島県双葉郡浪江

町に国営追悼・祈念施設（仮称）を設置

○国営追悼・祈念施設（仮称）の整備

①

②

③

岩手県陸前高田市

宮城県石巻市

福島県双葉郡浪江町

約130ha
約10ha

約40ha

約10ha

国営追悼・祈念施設（仮称）の整備 ～震災伝承のために～
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出典：三陸ジオパークHP

震災遺構 たろう観光ホテル（岩手県宮古市）

震災遺構 仙台市立荒浜小学校（宮城県仙台市）

出典：仙台市HP

津波の石碑（岩手県釜石市両石町）

４階まで浸水、２階までは柱を残し流失。
館内では、震災当日に同ホテルで撮影された津波の映像
も視聴可能。

震災当時は、児童や教職員、住民ら３２０人が避難し、２階まで浸水。
防災・減災の取り組み、模型などによる震災前の町並みも体験可能。

津波の惨禍を繰り返さないために先人が残したメッセージ（石碑）
中央と右側の2基は明治29年、左の1基は昭和8年の碑。

震災遺構 奇跡の一本松（岩手県陸前高田市）

「名勝 高田松原」は、江戸時代（約350年前）から白砂青松の景観。（約7万本の松林）
大津波に唯一耐え残った松が「奇跡の一本松」として復興のシンボルに。

＜震災前の高田松原＞

＜１階廊下＞

りょういしあらはま

＜東日本大震災では
ガレキに埋もれる＞

震災の教訓を伝える震災遺構等
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１．震災伝承ネットワークの運営・伝承ロード形成

#1 伝承施設等の公募・分類・管理・広報
#2 伝承ロードの形成
#3 伝承施設における連携事業の推進

#4 伝承すべき技術や震災遺構等のアーカイブ化
#5 地域に対する防災教育プログラムの提供

（学校、 自治体、企業等向け）
#6 官民連携における復旧活動の可視化

#7 地方活性化コンサルティング事業
#8 一般向けツーリズムのツアー化企画
#9 国内カンファレンス、国際会議等の開催や支援

２．防災プログラムの基盤形成と開発

３．復興に向けた地方創生・地元支援

○産学官の連携により、震災伝承をネットワーク化しつつ、被災地の交流促進や地域創生、防災力の強化を図る。

イメージ

出典：震災津波伝承施設展示等基本計画出典：明治日本の産業革命遺産HP

イメージ イメージ

出典：せんだい3.11メモリアル交流館HP

出典：世界防災フォーラム＠仙台2017

実行委員会HP

イメージ

地域活性化協議会
（提供： 東北国営公園事務所）

イメージ イメージ

出典：三陸ジオパークHP

標章(ピクトグラム)

東北初となる案内標識お披露目
＜令和元年５月２０日＞

震災伝承施設の募集

■募集対象 ：東日本大震災に関わる遺構、慰霊碑、モニュメント等の施設
■募集期間 ：（第一次募集） H30.12.3～H31.1.31

震災伝承ネットワーク協議会における具体的な取組方針

分類に応じ、統一した標章(ピクトグラム)の運用

施設の特性により分類

⇒駐車場など

⇒案内員、多言語対応など

訪問しやすさ

理解しやすさ

第一次募集の登録 192件
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「震災伝承検討会」は、震災伝承ネットワーク協議会における

３つの取組方針に賛同。

今後、以下の点に留意して推進する。

○ 伝承ロードの構築

・「震災伝承施設の活用」、「教訓のアーカイブ化」、「防災力の強化」、

「交流促進による地域の活性化」などの観点で、震災伝承に向けた

継続的な取り組みを実施すべき

＜座長＞
今村文彦 東北大学

災害科学国際研究所長

3.11伝承ロードのイメージ震災伝承検討会 （平成30年12月発足）

○ 今後の取り組みの方向性

・４県１市を中心とした被災自治体と整備局との連携が必要

・産学官民が相互に連携した枠組みが必要

震災伝承検討会における提言

平成３１年３月４日
提言書の手交

岩手県

宮城県

福島県

青森県

地価水族科学館もぐらんぴあ

久慈市 宮古市

たろう観光ホテル

田老防潮堤

南三陸町

高野会館

名取市

石巻市

岩沼市

津波復興祈念資料館 閖上の記憶

震災伝承スペースつなぐ館

東日本大震災復興祈念公園

千年希望の丘交流センター

いわき市相馬市

伝承鎮魂祈念館 久之浜・大久ふれあい館アクアマリンふくしま ライブいわきミュウじあむ

石巻ニューゼ

東日本大震災メモリアル
南浜つなぐ館

東松島市

明戸海岸防潮堤

田野畑村

島越ふれあい公園 羅雅ふれあい公園
たろう潮里ステーション

防災プラザ

震災メモリアルパーク中の浜
大槌町

おしゃっち

釜石市

祈りのパーク

遠野市

後方支援資料館

大船渡市
いのちをつなぐ未来館

市民体育館前時計

気仙沼市

唐桑半島ビジターセンター
リアス・アーク美術館

東日本大震災遺構・伝承館

仙台市

震災遺構荒浜小学校

せんだい3.11メモリアル交流館東日本大震災 学習・資料室

①

②

③

③福島県（双葉町･浪江町）

福島県における復興祈念公園

①岩手県（陸前高田市）

高田松原津波復興祈念公園

②宮城県（石巻市）

石巻南浜津波復興祈念公園

浪江町

双葉町 アーカイブ
拠点施設

前田川

請戸小学校

請戸漁港

多目的広場
市民活動拠点

追悼の広場 中核的施設

避難築山
池、湿地

旧門脇小学校

日和山

防災マリーナ

聖人堀

東側エントランス

市民活動空間
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産学官民の連携体制構築に向けた動き

・４学術団体 が、学の立場から震災伝承に関する産学官民の連携体制への積極的参画を宣言

・緊急提言を震災伝承ネットワーク協議会長（東北地方整備局長）に報告。

※ 学都仙台コンソーシアム、東北大学災害科学国際研究所、
自然災害研究協議会東北地区部会、日本自然災害学会

■緊急提言の概要
・震災伝承ネットワーク協議会においてまとめられた「伝承ロード」の構想に大いに賛同
・産学官民の連携による持続性のある体制が今こそ必要
・この組織の早期実現に向け、関係者への働きかけを進めるとともに、今後の体制などの
構築に積極的に参画

４学術団体の緊急提言

東北経済連合会の意思表明

（左）
今村文彦
東北大学災害科学
国際研究所長

（中央）
平川 新
学都仙台コン
ソーシアム会長

■海輪会長の発言の概要
・震災の教訓を後世に伝えるとともに地域活性化にも活かすため、東北の産学官民が連携した体制の構築が求められている。
・大学関係者からこの体制への参画の意思が示されており、東経連もこれに参画していきたい。

（官） 青森県知事、岩手県知事、宮城県知事、秋田県知事、山形県知事、福島県知事、新潟県知事
（学） 弘前大学学長、岩手大学学長、東北大学総長、秋田大学学長、山形大学学長、福島大学学長、新潟大学学長
（金） 株式会社日本政策投資銀行 社長
（産） 東北経済連合会 正副会長

■会議メンバー

（平成３１年４月１８日）

（令和元年５月１４日）

(※)

東北経済連合会の海輪会長が産学官民の連携体制構築への参画の意思を表明

（「第３回わきたつ東北戦略会議」主催者挨拶にて）



国営追悼・祈念施設（仮称）の『東日本大震災津波伝承館』で伝承展示されます

〈高田松原津波復興祈念公園（陸前高田市）〉

参考資料

整備中の国営追悼・祈念施設

（西側から東側を望む、右側が海）

中核的施設（伝承館、道の駅）

災害の歴史。
地震津波のメカニズム、技術を知
る。

あの日何が起きたの

か。

証言や実物で知る。

命をつなぎ、命を救う。

防災技術ミッションを知

る。

東日本大震災津波伝承館

（内部構成イメージ）

被害を乗り越えて進む

被災地の復興の姿を知

る。

「東日本大震災津波伝承館」で震災の教訓を伝えます。

実物の「橋桁」「被災車両」等で事実を伝えます。
映像、展示、直接説明案内で防災技術を伝えます。

旧災害対策室を復元して、伝承に活用します

（被災した橋桁） （被災車両）

（事実と教訓を伝えるパネル）

（映像イメージ）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

８．東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」



第９回 復興加速化会議 （平成３1年1月20日）

85

復興加速化会議での主なポイント

○ 「復興係数」の継続を決定

○ 地方公共団体等との更なる連携により、 ｢東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト｣

の取組みを加速

○ 各県・市と国土交通省が連携し、「３．１１伝承ロードの構築」等、東北地方整備局が

とりまとめ役となり、震災伝承に関する取り組みを加速

第９回 復興加速化会議 （平成３1年1月20日）



⚫ 自治体職員を含む人材育成協議会の活動拡大

⚫ 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「ICT土工活用証明書」の取り組みを拡大

⚫ 「東北地域版i-Construction大賞」の創設
⚫ 土工（河川・道路）の設計へBIM/CIM導入を拡大

東北復興「働き方・人づくり改革プロジェクト」

○東北地方は全国に比して人口減や高齢化の傾向が顕著であり、建設業の担い手不足が深刻化
○生産性向上や働き方改革、担い手の育成・確保を支援する「東北復興働き方・人づくり改革

プロジェクト」の深化・拡大
○取り組みを広げるためにも自治体や地元中小企業への普及促進のため、新たな取り組みにチャレンジ

⚫ 自治体と連携し、監理技術者又は主任技術者を対象と
した「週休２日実施証明書」の取り組みを拡大

⚫ 自治体、業界団体と連携した「統一閉所日」の設定
⚫ ウェアラブルカメラ等を現場管理へ導入
⚫ ウィークリースタンスの推進
⚫ 国と自治体の工事書類の標準化推進

東北地方整備局
～更なる深化に向けて～

今後の主な取り組み

①生産性向上

②働き方改革

③担い手確保

■生産性向上
○ICT、IoT活用で、生産性向上！

■働き方改革
○業務改善により、より効率的な
働き方を！
○ワーク・ライフ・バランス改善を
サポート！

■担い手育成・確保
○働く人々をサポート！
(人づくり支援)

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト【深化・拡大】
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東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

①生産性向上 ～ICT活用工事の更なる普及推進～

※件数及び実施率は平成30年10月時点

171

191
187

東北地方整備局 ICT活用（土工）工事件数

施工計画
立案

チャレンジ型ICT活用工事【継続】

○平成30年8月から、ICT活用工事の更なる普及推進
に向けて、主に中小企業（ICT施工未経験企業）を対象
にICT施工技術を発注者がサポートする「チャレンジ型
ICT活用工事」を試行。

ICT活用工事プロセス

今後もサポートを継続し、新しい取り組みに二の足を
踏む中小企業の背中を後押しし、ICT活用工事の更

なる普及推進を目指す。

今後の方針

アドバイザー

ＩＣＴ土工の施工者希望Ⅱ型を全てチャレンジ型として発注

３次元
データ
納品

・東北i-Constructionプラットホーム加盟団体に属する専門家
・アドバイザーコンサルタント制度におけるICT土工・測量に登録している専門家

3次元
起工測量

3次元設計
データ作成

ICT建機
施工

3次元
施工管理

○ICT活用(土工)工事実施件数は１０９件※(全国の約２割)。

H30.10H29.10H28.11
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170

192

150

170

190

210

230

250

270

290
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①生産性向上 ～ICT活用工事の更なる普及推進～

ＩＣＴ土工活用証明書の取り組み拡大【新規】

○平成30年7月から、東北地方整備局では監理技術
者又は主任技術者を対象に「ICT土工活用証明書」
を発行。次回入札時に総合評価で加点。
○平成31年度から「ＩＣＴ土工活用証明書」発行の
東北地整の取り組みを東北６県・仙台市へ拡大。

○東北6県及び仙台市で発行した「ICT土工活用証明
書」を基に、次回入札時に東北地整で総合評価に
加点。

▲ＩＣＴ土工活用証明書（東北地整）▲ＩＣＴ土工活用証明書発行件数

更なる拡大

東北地域版i-Construction大賞の創設【新規】

○建設現場の優れた取り組みを表彰する
「東北地域版i-Construction大賞」を
平成31年度より創設。

▲自社開発によるICT建機施工

【取組み事例】

自社で機器を開発し、
施工管理に活用。

▲VR技術を用いた安全教育

▲ICTバックホウによる法面整形 ▲ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟでのICT活用工事に
ついての説明

H30.7 H30.12 H31

自
治
体

東
北
地
整

（暫定値）
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○土工（河川・道路）の設計にBIM/CIM活用を原則化。
○設計成果を、ICT活用（土工）工事で活用する。

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

① 生産性向上 ～BIM/CIMの導入拡大～

○大規模構造物等の設計・工事にBIM/CIMの活用
を拡大。

○BIM/CIM導入に際しては、入札時及び成績評定の
加点を実施。
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３９件

件

数

▲土工におけるBIM/CIM導入事例

東北地方整備局 BIM/CIM実施件数

更なる拡大

現在の取り組み【継続】

今後の取り組み【新規】13倍増

BIM/CIM導入事例

▲施工計画の可視化

○平成３０年度は３９件で実施。

▲支承アンカーと鉄筋の照査

＜従前 ： ２次元設計＞ ＜今後 ： BIM/CIMによる
３次元モデル活用＞

H28 H29 H30 H31
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○東北6県及び仙台市で発行した「週休２日実施証明
書」を基に次回入札時に東北地整で総合評価に加点。
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H30年7月

（導入時）

H30年11月 H31年度見込
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②働き方改革 ～週休２日の拡大、統一閉所日の設定～

東北地方整備局 週休２日実施工事件数 ○「週休２日実施証明書」の取り組み拡大【新規】

○「統一閉所日」の設定【新規】

○平成３０年度は２４２件で実施。

○平成31年度から東北６県・仙台市・業界団体と連携し、新たに「統一閉所日」を設定。
○業界全体の意識改革など、週休２日の更なる推進につながることを期待。
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▲東北地方整備局における週休２日実施工事件数

H29年度 H30年度 H31年度

38件

242件

更なる拡大

拡大

17件

39件

東
北
地
整

自
治
体

▲週休２日実施証明書

5.4倍増

○平成30年7月から、東北地方整備局では監理技術

者又は主任技術者を対象に「週休２日実施証明書」
を発行。次回入札時に総合評価で加点。
○平成31年度から「週休２日実施証明書」発行の
東北地整の取り組みを東北６県・仙台市へ拡大。

（暫定値）

H30.7（H30年度） H31.2（H30年度） H31年度

▲「週休２日実施証明書」発行件数

（暫定値）

（暫定値）
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▲現場撮影状況 ▲映像確認状況

出来形や材料等の確認（ウェアラブル（着用）カメラ）

現場監督の実施状況

建設現場におけるビデオ等活用に関する試行（カメラ等を活用した現場監督）

東北地方整備局

91
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②働き方改革 ～ウェアラブル（着用）カメラ等を現場管理へ導入～【拡大】

ウェアラブル（着用）カメラ等の試行工事件数

23件

40件

事例集の作成

現場の声

●施工者

・立会時の拘束時間が減少。（施工状況の段階確
認で、時間を５割程度短縮の現場あり。）

・現場への移動時間が省略。（時間を２割程度短
縮の現場あり。）

●監督職員

▲東北地方整備局におけるウェアラブル（着用）カメラ等の試行工事件数

H29 H30.12 H31
▲取り組み事例（東北地方整備局HPより）

1.7倍増

更なる拡大

○平成３０年度は４０件で実施。

○効果の見込まれる全ての現場で活用を拡大。
○ウェアラブル（着用）カメラ等を現場管理へ導入

した試行工事の事例集を作成し、東北地方整

備局HPに公表。

（暫定値）



○工程に影響する条件を受発注者間で共有し、
変更が生じた場合は、必要に応じて工程の
見直し。

○災害復旧工事等を除き、全ての工事・業務で
特記仕様書に「ウィークリースタンス」を明記。

○受発注者相互で確認・調整のうえ取り組みを
推進。

○平成31年度は、新たに自治体の普及を支援
するため、発注者協議会等で東北地方整備局
の取り組みを共有。
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②働き方改革 ～ウィークリースタンスの推進・国と自治体の工事書類の標準化推進～

業務工程の共有

ウィークリースタンスの推進【拡大】

１．打合せ時間の配慮

２．資料作成依頼の配慮

３．ワンデーレスポンスの再徹底

・打合せは勤務時間内に行う。

・休日等の作業が発生する短期
の依頼をしない。

・問い合わせ等に対して、１日での対応
（期限を回答）

国と自治体の工事書類の標準化推進【拡大】

県の様式に加え、国の
様式も可
→４２書類（６５％）

県様式の指定がなく
従来より国交省様式を可
→４書類（６％）

標準化が困難（県様式）
→１９書類（２９％）

青森県との調整結果

６５書類を対象に調整をおこない、４６書類（７１％）で
国と青森県の工事書類標準化を図った。

標
準
化

％

東北管内の工事受注者の負担軽減を図るため、青
森県以外の５県及び仙台市と調整を図り、工事書類
標準化の今年度完了を目指す。

○これまでの工事書類簡素化の取り組みをもとに、
平成30年度には青森県と工事書類の標準化を完了。

引き続き５県及び仙台市との調整を図り、受注者の負
担軽減を目指す。

今後の方針
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▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：座学

東北測量設計協会のUAV

遠隔操作
バックホウ講習会

ＵＡＶ操作
技術講習会

建設業
業界

東北地整
測量･ｺﾝｻﾙ

業界等
＋ ＋

東北土木技術人材育成協議会（組織拡充）

ＩＣＴ活用工事
技術講習会

＋
建設機械

業界

アスファルト
技術講習会

官
民
で
講
師
を
分
担

官
民
の
若
手
技
術
者
が
受
講

コンクリート
技術講習会

土工・土質
技術講習会

構造物設計
技術講習会

技術講習会

自治体 ＋

93

（H31）２団体
新たに参加

東北復興働き方・人づくり改革プロジェクト

③担い手の確保 ～自治体職員を含む人材育成協議会の活動～【拡大】

○平成29年度より、整備局、各種建設業団体で主に若手技術者を対象に、基礎的な技術力やICT等の最新情

報の取得を目的とした「官民共同の講習会」を設置。

○平成30年度より、東北６県・仙台市及び建設業２団体を新たに加え、取り組みを拡大。

▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習 ▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習 ▲ＩＣＴ、UAV技術講習会：実習

391人

884人

■ICT・UAV技術
講習会 参加者数

■その他の技術講習会
参加者数

64人 520人

1000人規模を
目標に拡大

▲官民共同の講習会参加者数

2.3倍増



国と地方自治体との連携による建設業の働き方改革の推進 東北地方整備局

⚫ 建設業の働き方改革の推進にあたっては、国･地
方自治体の発注機関が一体的に取り組む必要
がある。

⚫ 平成30年11月15日に開催した「北海道・東北ブ

ロック土木部長会議」において、東北地方整備局
の発議により、国（北海道開発局、東北地方整備
局）と地方自治体（北海道、東北６県、札幌市、仙
台市）の１１機関が、働き方改革と生産性向上の
具体的な取り組みについて、連携して取り組むこ
とを合意。

94
H30.11.15秋季北海道・東北ブロック土木部長等会議



御清聴ありがとうございました


